
                                        一 

介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

第
三
条
の
う
ち
介
護
保
険
法
第
八
条
の
改
正
規
定
の
う
ち
同
条
第
二
十
一
項
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
八
第
一
項
第
四
号
」

を
「
第
百
十
五
条
の
三
十
八
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
の
う
ち
介
護
保
険
法
第
六
章
を
第
七
章
と
し
、
第
五
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
百
十
五
条
の
三

十
八
第
一
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

被
保
険
者
に
対
す
る
虐
待
の
防
止
及
び
そ
の
早
期
発
見
の
た
め
の
事
業
そ
の
他
の
被
保
険
者
の
権
利
擁
護
の
た
め
必

要
な
援
助
を
行
う
事
業 

第
三
条
の
う
ち
介
護
保
険
法
第
六
章
を
第
七
章
と
し
、
第
五
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
百
十
五
条
の
三

十
八
第
二
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。 

第
三
条
の
う
ち
介
護
保
険
法
第
六
章
を
第
七
章
と
し
、
第
五
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
百
十
五
条
の
三

十
九
第
一
項
中
「
第
四
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 



                                        二 

２ 
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
（
以
下
「
新
介
護

保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
予
防
給
付
及
び
地
域
支
援
事
業
に
つ
い
て
、
そ
の
実
施
状
況
等
を
勘
案
し
、
費
用
に
対
す
る

そ
の
効
果
の
程
度
等
の
観
点
か
ら
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
（
以
下
「
新
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
新

介
護
保
険
法
」
に
改
め
る
。 

 


